
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１、議会の民主的運営について  
議会は、合議制の機関であり、議員が議会の場で、民主的に自由に意

見を述べ合い、最後は多数決で決めるというのが議会本来のあり方で

す。少数意見であっても、その意見を尊重することは議会制民主主義の

原則です。議長は、全ての議員に対し中立かつ公平な立場で、民主的な

議事運営を行っていただくようお願いするものです。 

２、会議での質問･答弁について  
議会の活性化が求められる中で、守山市議会のように、本会議での質

問が、再質問１回のみでは議論が深まらないのは当然です。近隣市はす

でに「一問一答」方式や執行部と議員が「対面式」で、活発な議論をし

ています。守山市議会でも、「一問一答」方式を導入するか、もしくは

「再質問２回以上」を保障するべきではないでしょうか。 
３、議員研修のあり方について  

常任委員会、特別委員会の「県外研修」については、今日の市財政の

状況を鑑み、議会としても節減に努めるべき。県外での研修は、目的を

明確にすること、また連泊は避け、必要不可欠な研修のみに限定する努

力を払うべきではないでしょうか。 
４、議員研修の報告について  

議員研修が市政に生かされるよう、議員それぞれに研修報告を提出す

ることを義務付け、また研修報告書を全議員に配布するなどして、議員

相互に研修内容を深める機会を設けるべきではないでしょうか。 
５、請願･陳情について  

市民の市政参加、市民からの政策提言、という観点から、審議される

常任委員会において、請願者の意見を聴く機会を設けてもよいのではな

いでしょうか。他市では、「委員会協議会」等の形で、請願者から請願

の願意を聞き、質疑などを行っています。 

６、決算特別委員の選任について  
今の選出方法では、任期４年間に一度も決算審議に参加しない議員も

出てきます。任期４年のうち２年は、議員の半数が必ず決算特別委員に

入るように、決算特別委員会のあり方、委員の選出方法、審議のあり方

を見直すべきではないでしょうか。 
７、本会議のインターネット中継・「議会だより」について 

市民に開かれた議会をめざして情報公開に取り組むという観点から、

近隣市では、すでに本会議のインターネット中継を実施しています。守

山市でも早急に実施するべきではないでしょうか。また、守山市議会が

発行する「議会だより」においても、情報公開を大原則に、紙面の内容

充実をはかるべきではないでしょうか。 
                 以 上 

 

 守山市議会の新しい議長に小原敬治氏（政和会）、副議長に田中国夫氏

（政和会）が選ばれました。９月定例議会最終日の２８日に選出された

もので、日本共産党の小牧一美議員は翌２９日、両氏に「民主的な議会

運営について」申し入れました（写真）。小原議長は「議会基本条例を策

定中であり、具体的な運用についての議論を進める中で、申し入れで指

摘されていることについて、議会運営委員会でも議論しながら、前向き

に検討していきたい」と述べ、来年の議会改選までには、一定の方向性

をつけたいと語りました。 申し入れは、下記の通りです。 
 

ＴＥＬ ５８４－３０７７ 
FAX ５８４－３４６６  ＴＥＬ・FAX ５８２－３７８５  

http://komaki.jcp-web.net/  

議
長
選
に
先
立
ち
、
小
牧
一
美
議
員

は
、
民
主
的
な
議
会
運
営
を
求
め
る
公

開
質
問
を
、
会
派
か
ら
の
推
挙
を
受
け

て
い
た
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
未
来
」
の
富

樫
氏
と
、「
政
和
会
」
の
小
原
氏
の
両
氏

に
手
渡
し
回
答
を
求
め
ま
し
た
。 

冨
樫
氏
か
ら
は
文
書
で
、
「
議
会
は
、

議
員
そ
れ
ぞ
れ
が
市
民
の
代
表
者
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
議
論
し
、
市
民
の

た
め
の
結
論
を
導
き
出
す
と
こ
ろ
で
あ

り
、
議
員
は
、
相
互
の
発
言
を
尊
び
つ

つ
緊
張
感
の
あ
る
議
論
を
展
開
す
る
こ

と
を
目
指
す
べ
き
と
心
得
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
政
党
あ
る
い
は
会
派
で
意

見
を
集
約
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
議

員
そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
は
尊
重
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
」
と
い
う
前
文
と
と
も
に
、

議
会
改
革
に
向
け
て
「
一
問
一
答
方
式

の
導
入
に
向
け
て
積
極
的
に
議
論
し
て

い
く
。
い
か
な
る
研
修
も
目
的
を
明
確

に
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
費

用
対
効
果
を
重
ん
じ
る
こ
と
が
議
員
の

使
命
。
血
税
を
使
っ
て
の
研
修
は
市
民

に
報
告
す
る
の
が
当
た
り
前
。
決
算
特

別
委
員
の
選
出
は
全
て
の
会
派
、
政
党

を
満
遍
な
く
選
出
す
る
こ
と
を
こ
れ
ま

で
提
案
し
て
き
た
」
な
ど
、
積
極
的
な
考

え
が
示
さ
れ
ま
し
た
。 

小
原
氏
か
ら
は
口
頭
で
「
議
長
が
中
立

か
つ
公
平
な
立
場
で
議
事
運
営
を
行
う
こ

と
は
基
本
原
則
。
一
問
一
答
方
式
は
、
個

人
的
に
は
そ
れ
が
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。

研
修
先
は
目
的
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、

候
補
地
を
選
定
す
る
こ
と
が
必
要
。
報
告

に
つ
い
て
は
、
議
会
だ
よ
り
の
報
告
だ
け

で
な
く
、
議
員
同
士
が
お
互
い
に
意
見
を

聞
く
こ
と
も
必
要
。
決
算
特
別
委
員
の
選

任
の
仕
方
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
に

つ
い
て
な
ど
、
指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
議
会
運
営
委
員
会
で
話
し
合
っ
て
い

き
た
い
」
と
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
  


